
資料１－３

一

平成２２年１０月から

●燃える大型ごみの定期収集はなくなります。

●収集は無料です。

●原則として戸別収集になります。

●燃えないごみは従来どおりです。
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●受付曜日と時間　　月～金曜日(祝日を含む)午前９時～午後５時

があります。
●おかけ間違いのないようにご注意ください。

●原則戸別（玄関前など）での収集になります。

●収集車が通れない場所や集合住宅は、指定場所（ごみ集積所など）での収集になります。

●１回の申込みは５点まで、申し込みできます。

●収集日と受付番号はメモをしておくなど、忘れないようお願いします。

●収集日は、申し込みのあった日から３日～１０日前後になります。年末、年始などの繁盛期は
１０日以上かかることがありますので早めの申込みをお願いします。

●不用な紙に「不用品・受付番号」を書いて、排出される燃える大型ごみの見える場所に
貼り付けてください。※表示のない物は回収しません。

●住所、氏名、電話番号、ごみの内容、ごみを出す場所を記入の上ファクスを送信して
ください。折り返し、収集日と受付番号をお知らせします。

●申し込み後に数量、ごみの内容等に変更があった場合
できる限り早めに粗大ごみ受付センターに電話してください。

●収集日に、ごみを出すのを忘れた場合
当日は収集できませんので、再度申込みが必要です。

●直接清掃リレーセンターに持込することもできます。

●休日明けなどは申し込みが集中しますので、電話がつながりにくいこと

数量の数え方
は、「ごみガイ
ドブック」をごら
んください。

メモを用意してください。
大きなものはおよそのサイズ
(幅・奥行き・高さ)を確認して
おいてください。

不用品
受付番号
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燃える大型ごみは１回につき５点まで出せます。

長さは１．５ｍ以下にしてください。

直径１５cm以下にしてください。

例： ソファーセット 　 ソファーは１つが１点。

テーブルセット 　 テーブルが１点、椅子１脚が１点。

鏡台（ドレッサー） 　 本体が１点、椅子が１点。

家電４品目 テレビ、エアコン、洗濯機・冷蔵庫、冷凍庫 家電小売店等に依頼してください。

パソコン デスクトップ本体、ディスプレイ、ノートパソコン メーカーに問い合わせてください。

建築廃材 コンクリート、ブロック、レンガ、瓦、がれき等 建築廃材取り扱い業者に依頼してください。

建築設備 流し台、洗面器、シャツター等 解体業者、修理業者、販売店に依頼してください。

その他 バッテリー、農薬、劇薬、注射針、点滴針等医療器具 販売店、製造業者、処分業者等に依頼してください。

消火器、灯油、シンナー類、廃油、ペンキ、石、砂、土

ドラム缶、金庫、ピアノ、オイルヒーター、仏壇（解体

されたものを除く）

その他上記に類するもの

単品で出す場合 １品が１点です。

棒状のものを束ねて出す場合 １束が１点です。

セットのものはそれぞれが１点と数えます。

市で回収できない主なもの


